
五島市介護人材確保対策事業補助金の内容を改正しました

■介護職員初任者研修等 単位：円

国指定
標準時間

参考：
R5受講料
（市内の場合）

補助額
※受講料の9割
（千円未満切捨）
+二次離島と福江
島間の船賃

① 130時間 85,000 76,000

② 60時間 42,000 37,000

■介護支援専門員の研修等 注：受講料のみ示している↓

種別
国指定
標準時間

研修期間等
R5
まで

R6
から

参考：R5
受講料等

補助額
受講料等＋旅費等
の総額の9割
（千円未満切捨）

① ― 1日 × ○ 10,600 9,000

② 89時間
ｵﾝﾗｲﾝ研修（前期）8日間
ｵﾝﾗｲﾝ研修（後期）8日間

× ○ 59,000 53,000

③ 課程Ⅰ 56時間
動画視聴　21時間
ｵﾝﾗｲﾝ研修　6日間

× ○ 30,000 27,000

④ 課程Ⅱ 32時間
動画視聴　８時間40分
ｵﾝﾗｲﾝ研修　4日間

○ ○ 23,000 20,000

⑤ 54時間
動画視聴　28時間
ｵﾝﾗｲﾝ研修　5日間

○ ○ 36,000 32,000

⑥ 54時間 ⑤と同時開催 ○ ○ 36,000 32,000

⑦
更新初回
（③④と同じ）

88時間 ③④と同時開催 × ○ 53,000 47,000

⑧
更新2回目以降
（④と同じ）

32時間 ④と同時開催 ○ ○ 23,000 20,000

■共通事項（※申請方法の改正）

研修期間等

約4か月間
(通信制）

約2か月間
(通信制）

※補助金の申請は、各研修等の修了証等を受け取った日から、2か月までの間に、申請書に、次の必要書類を添えて提出ください。
　１　所要額調書（様式第１号）　　　　　　　　　　２　事業内訳書（様式第２号）　　　　　　　　　　３　申告書兼同意書（様式第３号）
　４　委任状（補助金の受領を委任する場合）
　５　介護職員初任者研修等の受講料等又は本人負担額を支払ったことを証する書類の写し（介護職員初任者研修等に係る補助金の場合に限る。）
　６　船賃を支払ったことを証する書類の写し（福江島以外の離島に住所を有する者が福江島で行われる介護職員初任者研修等を受講した場合に限る。）
　７　介護支援専門員の研修等の受講料等（試験にあっては、受験料）及び集合研修又は試験に係る船賃、鉄道賃及び宿泊費を支払ったことを証する書類の写し
　　　　（介護支援専門員の研修等に係る補助金の場合に限る。）
　８　修了証等の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔詳しくはお問合せください〕

五島市福祉保健部長寿介護課介護保険班
（取扱い：令和6年4月～）

有効期間中の実務
経験者

更新

国家資格等取得後、経験年数5年かつ900日以上　等

実務研修受講試験合格者

実務者で就業後6か月以上の者

実務者で課程Ⅰを修了している就業後3年以上の者

専門員証の有効期間が切れ、新たに介護支援専門員証の交付
を受けようとする者

更新研修
介護支援専門員証
の有効期間が1年
以内に満了する者

介護支援専門員実務
研修受講試験

介護支援専門員実務
研修

新規

専門研修

再研修

有効期間中の実務未経験者
（⑤と同じ）

（試験）研修名 対象者

対象者

介護の基礎を学びたい方
訪問介護の身体介護の職に就きたい方

介護の基礎を学びたい方
訪問介護の身体介護以外の職に就きたい方

研修名

介護職員初任者研修

生活援助従事者研修


